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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域間幹線系統用）

令和 9 年度

１．申請事業者の概要

R7

％

R6

％

R5

％

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び経常収益

３．旅客運賃の上限変更認可状況

年度 3 ／３

前 年度 2 ／３

年度 1 ／３

４．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合 神姫バス株式会社

② ①×②
＝③

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

22.7km 

22.7km 13.3km 

22.7km 9.1km 

22.7km 0.3km 

（平均） （平均） （平均） （平均） （平均）

22.7km 

神姫バス株式会社

北

近

畿

22

神姫バス株式会社

負担
割合

負担
割合

負担
割合

負担
割合

22

4.1% 26.4% 69.5%

4.1% 26.4% 69.5%

4.0% 26.2% 69.8%

4.1% 26.4% 69.5%

北

近

畿

21,180,386円 16,235,386円 659,332円 4,285,668円 11,290,386円 計 18,604,907円 13,847,380円 13,847,380円 13,847,239円 13,847,380円 9,890,883円 9,890円 4,945円 

8,490,878円 6,508,378円 264,333円 1,718,167円 4,525,878円 

高砂市 182,923円 130,659円 130 千円 65.0千円 279,795円 214,795円 8,666円 56,334円 149,795円 

加古川市 5,551,137円 3,965,097円 3,965 千円 1,982.5千円 

加西市 8,113,179円 5,795,127円 5,795 千円 2,897.5千円 12,409,713円 9,512,213円 386,333円 2,511,167円 6,614,713円 

18,604,907円 13,847,380円 13,847,380円 13,847,380円 13,847,380円 9,890,985円 9,890 千円 4,945.0千円 21,180,600円 16,235,600円 

補助対象経費 計画額
経常費用から

経常収益を控除
した額

損失額から国庫
補助額を控除し

た額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ナ ナ×1/2＝ラ ニ×ワ－ヨ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担額 負担額 負担額

補

助

ブ

ロ
ッ

ク

名

申請
番号

特
例
措
置

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

補助対象経費
の限度額

タ又はレのうちい
ずれか少ないほ

うの額

ソのうち補助ブ
ロック外乗入部
分、同一補助ブ
ロック都道府県

外乗入部分及び
他路線との競合
部分以外に係る

もの

ソのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック都道府

県外乗入部分以
外に係るもの

計画平均乗車
密度が5人
未満の路線

カ－ヨ＝タ カ×9/20＝レ ソ ソ×ヲ＝ツ ソ×ヲ’＝ツ’
ツ×みなし運行回
数／①計画運行回

数＝ネ

合計 68,869円 30,771,957円 13,323,295円 68,964.4km 14,449,906円 68,899.8km 15,748,732円 68,773.2 ㎞ 12,167,050円 

68,964.4 ㎞ 193円.19銭 14,449,906円 68,899.8 ㎞ 209円.72銭 15,748,732円 68,773.2 ㎞ 228円.99銭 12,167,050円 100.000% 68,868.8km 30,771,957円 176円.67銭 33円.96銭 33円.96銭 176円.67銭 210円.63銭 13,323,295円 

補助対象系統の
経常収益の見込

額

補助金交付要綱別表２（注）４．の適用がある場合 ３ヵ年平均 基準期間の前々年度 基準期間の前年度 基準期間

（チー（リ＋ヌ）÷
チ＝ヲ’

ワ ヘ×ワ以下の
額：カ

ノ'とノ"のいずれ
か少ない額

ノ

基準期間におけ
る実車走行キロ
当たり経常収益
の運賃改定によ

る増収分
f×コ÷(1＋コ）×

フ＝g

経常収益控除額
ケとgのいずれか

少ない額
h

補助金交付要綱
別表２（注）４．の
適用後のキロ当
たり経常収益
ノ'ーh＝ノ"

(d+e+f)/3=ノ'
経常収益

ヤ"

実車走行
キロ
マ"

補助対象系統の
実車走行キロ当
たり経常収益
ヤ"÷マ"=d

経常収益
ヤ'

実車走行
キロ
マ'

補助対象系統の
実車走行キロ当
たり経常収益

ヤ'÷マ'=e

経常収益
ヤ

実車走行
キロ
マ

補助対象系統の
実車走行キロ当
たり経常収益

ヤ÷マ=f

ノ×ワ以上の額：
ヨ

補

助

ブ

ロ
ッ

ク

名

申

請

番

号

特

例

措

置

補助ブロック外
乗入部分及び同
一補助ブロック

都道府県外乗入
部分以外のキロ

程の比率

計画実車走行
キロ

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象系統のキロ当たり経常収益

往22.7km 

復22.7km 
計 1系統 

往22.7km 往0.3km ％

復22.7km 復0.3km 1.321
高砂市

往22.7km 往9.1km ％

復22.7km 復9.1km 40.088
加古川市

往22.7km 往13.3km ％

復22.7km 復13.3km 58.590
加西市

16.8人 
往22.7km ％ ％

復22.7km 100.000
22

北条営業所～播
磨農高前～宝殿
駅北口

北条営業所 播磨農高前 宝殿駅北口 362日
1,568.0回 

4.0
(4.2回)

補 助 ブ ロッ ク外
乗入部分、同一
補 助 ブ ロッ ク都
道府県外乗入部
分及び他路線と
の競合部分以外
のキロ程の比率

（チー（リ＋ヌ＋
ル））÷チ＝ヲ

チ オ オ÷チ＝ク リ ヌ ル ル÷チ

系統キロ程
地域公共交通再編事業を
実施する区域におけるキ

ロ程

補助ブロック外
乗入部分のキロ程

同一補助ブロック都道府
県外乗入部分のキロ程

系統キロ程と地
域公共交通再編
事業を実施する
区域におけるキ
ロ程との比率

他路線との競合
部分に係るキロ程

他路線との競合
率

基準期間の

37円.40銭 

基準期間の

北近畿・京阪神 令和5年10月30日 基準期間の 28.61%

補助ブロック名 認可日 認可を受けた補助対象期間

補助金交付要
綱別表２（注）

４．の適用割合
フ

改定率
コ

京阪神 484円.22銭 

キロ当たり経常収益
イ÷ハ=ト

補助ブロック名
補助対象事業者の実車走行キロ当た

り経常費用
(a+b+c)/3= ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常費用の差
二－ヘ = ケ

475円.67銭 北近畿 484円.22銭 446円.82銭 446円.82銭 

基準期間の前々年度の
実車走行キロ（ハ”）

23,543,645.0 ㎞

経常収支率 86.62

北近畿 454円.82銭 486円.53銭 511円.32銭 

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キロ当たり
経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝ａ

補助対象事業者の実車走行キロ当
たり経常費用

（基準期間の前年度）
ロ’÷ハ’＝ｂ

補助対象事業者の実車走行キロ当
たり経常費用
　（基準期間）

ロ÷ハ＝ｃ

事業者名 神姫バス株式会社

補助対象期間の

前々年度(基準期間
※

)の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 10,827,028千円 営業外収益 75,596千円 経常収益（イ）

経常損益 △ 817,056千円

10,902,624千円

営業費用 11,707,862千円 営業外費用 11,818千円 経常費用（ロ） 11,719,680千円

営業損益 △ 880,834千円

補助対象期間の
前々年度の

実車走行キロ（ハ）

22,920,097.0 ㎞

営業費用 11,328,571千円 営業外費用 20,915千円

営業外費用 8,954千円

京阪神 454円.82銭 486円.53銭 511円.32銭 

基準期間の前年度の
実車走行キロ（ハ’）

23,327,301.0 ㎞

基準期間の前々年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益

11,999千円 経常損益 △ 1,431,831千円

経常収益（イ”） 9,276,469千円

営業費用 10,699,346千円

主な
経由地

終点

①＝カッコ内

営業外損益 63,778千円

589円.52銭 484円.22銭 475円.67銭 

経常損益 △ 1,217,297千円

経常収益（イ’） 10,132,189千円

経常費用（ロ’）

経常費用（ロ”） 10,708,300千円

経常収支率 89.27

9,255,516千円 営業外収益 20,953千円

営業損益 △ 1,443,830千円 営業外損益

北

近

畿

11,349,486千円

営業損益 △ 1,236,190千円 営業外損益 18,893千円

経常収支率 93.02

基準期間の前年度の
損益状況

乗合バス事業

営業収益 10,092,381千円 営業外収益 39,808千円

起点

計画平均
乗車密度

計画輸
送量

補

助

ブ

ロ
ッ

ク

名

申

請

番

号

特

例

措

置

運行
系統名

運行系統

計画運行回数

（　）

計画運
行日数
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 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

 2.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る様式第１－５の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（補助対象路線に係るものに限る）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る様式第１－５。
　ただし、過去に生活交通確保維持改善計画の認定申請又は補助金交付申請の添付書類として既に提出している場合は、当該書類の添付を省略することができる。

 3．地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合は、地域公共交通再編実施計画の写し及び認定通知書の写し並びに再編特例を受けようとする系統の再編の概要

 4．旅客運賃の上限変更認可を受け、補助金交付要綱別表２（注）４．の適用を受けることとなる場合は、当該認可書の写し

 18.「計画実車走行キロ」の欄、「補助対象系統のキロ当たり経常収益」の「実車走行キロ」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

 19.「計画平均乗車密度が５人未満の路線」の欄は、計画平均乗車密度が５人未満の路線についてのみ記載すること。なお、みなし運行回数とは当該運行系統の計画輸送量を５人で除した数値（端数切り捨て）をいう。

 20.「補助対象経費」の欄は、（ネ）（計画平均乗車密度が５人未満の路線）に記載がある場合は（ネ）の金額を記載し、記載がない場合は（ツ）の金額を記載する。また、「特例措置」の欄に「１」を記載した系統については、左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額に、（ツ’）の金額から左記の場合の（ネ）の金額又は（ツ）の金額を控除して得た金額に（ク）の比率
を乗じて得た金額を加えた金額を記載する。さらに、「特例措置」の欄に「２」を記載した系統については、（ツ’）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 21.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益」の欄の（ノ）は、基準期間、基準期間の前年度と基準期間の前々年度の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績を平均して算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、補助対象経常費用の見込額の１１／２０に相当する額と都道府県協議会等が算出する経常収益の見込額のうち、い
ずれか高い額を記載すること。
　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の実績を平均して算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を記載すること。

 22.「計画額」の欄は、系統ごとに百円単位（0.5千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

 23.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 24.補助対象期間の計画と比較し、翌年度及び翌々年度の計画が同じ若しくは曜日の違いによる運行回数以外に変更がない場合については、その旨を記載することで足りるものとする。
　　（ 記載例 「令和○年度、令和○年度については、令和○年度事業から　土日・祝日の日数による運行回数等の違いを除き、変更がないため省略」）

(2) 添付書類

 9.「改定率」欄は、認可を受けた旅客運賃の上限変更の平均改定率を小数点第２位（第３位以下四捨五入）にて記載すること。

 10.申請番号は、事業者ごと、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 11.「特例措置」の欄は、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、特例措置の適用を受けることとなる場合には「１」を、平成２９年８月２日改正附則第２条の規定に該当する場合には「２」を、補助金交付要綱別表２　５．ただし書きに該当する場合には「３」を記載する。

 12.「計画運行回数」の欄には、補助対象期間中の全暦日数における総計画運行回数を記載する。また、カッコ内には１日当り計画運行回数又は平日１日当り計画運行回数のいずれかを記載する。

 13.「系統キロ程」の欄、「地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程」の欄、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」の欄、「都道府県外乗入部分のキロ程」の欄及び「他路線との競合部分に係るキロ程」の欄は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄
については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 14.「同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における都道府県外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる都道府県外乗入部分は（リ）に記載すること。

 15.「他路線との競合部分に係るキロ程」とは、他の運行系統との競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が１日当たり150人を超える部分のキロ程のことをいい、当該補助ブロック内区間（系統キロ程（チ）－補助ブロック外乗入部分のキロ程（リ）－同一補助ブロック都道府県外乗入部分のキロ程（ヌ））に係るキロ程を記載
すること。

 16.「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄、「ソのうち補助ブロック外乗入部分及び同一補助ブロック都道府県外乗入部分以外に係るもの」の欄は、「特例措置」の欄に「１」又は「２」を記載した系統のみ記載すること。

 17.「系統キロ程と地域公共交通再編事業を実施する区域におけるキロ程との比率」の欄、「他路線との競合率」の欄、「補助ブロック外乗入部分、都道府県外乗入部分及び他路線との競合部分以外のキロ程の比率」の欄、「補助ブロック外乗入部分及び都道府県外乗入部分以外のキロ程の比率」の欄については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算
出して記載すること。

(1) 記載要領

 1.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス等並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 2.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況（千円未満の端数は切り捨て）を損益状況欄に記載すること。

 3.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。なお、これにより会計を整理することができない特別の理由があるときは、国土交通大臣に報告し、その承認を求めること。

 4.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」の欄、「基準期間の前年度の損益状況」の欄、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 5.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６の名称を記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.「認可を受けた補助対象期間」の欄は、認可を受けた日付について、基準期間の「当年度」、「前年度」又は「前々年度」のいずれに該当するかを記載すること。

 8.「補助金交付要綱別表２（注）４．の適用割合」欄は、「認可を受けた補助対象期間」が基準期間の「当年度」の場合は「３／３」、「前年度」の場合は「２／３」、「前々年度」の場合は「１／３」をそれぞれ記載すること。
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［記載要領]

1． この書類は、生活交通確保維持改善計画（地域間幹線系統確保維持計画を含む。以下同じ。）の策定主体である都道府県協議会等と協議の上、作成すること。

2． 各欄は、補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）に係る内容を運行系統ごとに記載すること。

3． 申請番号は、生活交通確保維持改善計画認定申請書の申請番号と同一のものとすること。

4． 起点及び終点は停留所名をもって記載し、主な経由地は他の運行系統と区別できる停留所名をもって記載すること。

5． 計画欄には、生活交通確保維持改善計画（地域間幹線系統確保維持計画を含む）に記載した補助対象期間に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、

実施時期及びその他特記事項を、取組実績欄には、計画に対応した補助対象期間の実績をそれぞれ記載すること。

6． 備考欄には、今後の対応の方向性等特記すべき事項について記載すること。

加西市

加古川市

高砂市

神姫22 宝殿駅北口

①沿線の通学需要を考慮したダイヤ設定による利用取り込みの継続

②バスロケーションシステムやICカード利用データを用いた、需要に

応じた運行計画の見直しの検討

③加西市との福祉（優待乗車）施策の継続。

④加西市との連携によるバス時刻表の作成・配布。

⑤加古川市との運賃施策（市内上限運賃制度）の周知による利用促

進。

⑥高砂市コミュニティバスとの接続を意識したダイヤ設定による需要

喚起。

＜定量的な効果目標＞

上記の取組みにより、収支改善率１％以上を目標とする。

①神姫バス

②神姫バス

③加西市・神姫バス

④加西市・神姫バス

⑤加古川市・神姫バス

⑥高砂市・神姫バス

＜実施時期＞

左記の取組は通年での実施を予定する。対外的な調整が必

要な案件は、実施の目途が立ち次第とする。

北条営業所

～播磨農高

前～宝殿駅

北口

北条営業所 播磨農高前

兵庫県

地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組内容（令和９年度）

協議会等名
申請

番号
運行系統名 起点 主な経由地 終点

地域公共交通確保維持事業の生産性を向上させる取組
実施主体と実施時期

計 画 取組実績
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